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7.1 実現に向けた基本的な考え方 

本計画に掲げる都市の将来像を実現していくためには、行政によるまちづくりの推進はも

ちろんのこと、これからは将来に向けた目標を共有し、自らがまちづくりの主体となる市民、

事業者、そして行政等が適切な役割分担のもと話し合い、協力しながら進めていく「協働」

によるまちづくりを一層推進していくことが重要です。そのため、これまで本市が育んでき

た産官学民の四者による相互信頼・連携の精神や推進体制を一層発展させながら、実現化に

向けた取り組みを進めていきます。 

なお、本計画は、計画期間が長期にわたることから、社会の動向に柔軟に対応していくた

め、必要に応じて見直しを行うこととします。 
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7.2 協働によるまちづくりの推進 

7.2.1 協働の歴史 
本市における協働のまちづくりは、本市の繁栄を支えた石炭産業の発展とともに歩んでき

ました。「宇部共同義会」「宇部式匿名組合」等に見られるように、市民と産業界が一体と

なり、地域の発展をめざした先駆的・独創的な取り組みは、今日の宇部を築き上げる理念で

あった「共存同栄・協同一致（皆が心を一つにして、共に栄えていこう）」の精神（こころ）

として、今なお本市のまちづくりに受け継がれています。 

 

7.2.2 まちづくりの役割分担 
まちづくりを進めていく過程には、計画づくりやまちづくり活動・事業の実施、管理・運

営等の段階があり、それらの各段階において、まちづくりの目標・方針等を共有しながらお

互いの役割と責任を認識し、実践していくことが求められます。こうした協働によるまちづ

くりを進めることによって、はじめて愛着と誇りをもてる“まち”をつくることができます。 

 

■まちづくりの役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 市 の 将来 像の 実 現 

○まちづくり計画の提案 

○自主的な管理・運営体
制づくり 

○管理・運営活動の実施 

○自主的なまちづくり活
動の実施 

○事業の実施に対する理
解・協力 

○計画づくりへの参加 
○計画案への意見 

○まちづくりに関する情
報提供 

○計画案の公開・意見募
集 

○まちづくり活動への支
援 

○事業の計画的な実施 

○管理・運営活動への支
援 

○事業に対する評価 

見直し 

事業者 市民 大学等 行政 

まちづくりの 

管理・運営 

まちづくりの 

計画づくり 

まちづくり活動 

・事業の実施 

ま ち づ く り の 目 標 
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7.3 多極ネットワーク型コンパクトシティの実現に向けた取り組み 

本市では、多極ネットワーク型コンパクトシティの実現をめざし、様々な取り組みを進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多極ネットワーク型コンパクトシティの実現に向けた取り組み 

 ・立地適正化計画の策定 

 ・小さな拠点づくりの促進 

 ・地域公共交通網形成計画の策定 

 ・都市構造の転換に合わせた都市計画の見直し 
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7.3.1 立地適正化計画の策定 
「立地適正化計画」は、都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能

の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランであり、民間の都市機能への投

資や居住を効果的に誘導するための土俵づくりを行うものです。 

この計画に基づき、都市機能誘導区域に都市機能を誘導するとともに、居住誘導区域を設

定し、段階的に居住を誘導していくことで都市拠点や地域拠点のにぎわいを創出します。 

 

都市機能誘導区域設定の考え方 

・鉄道駅に近い業務商業等が集積する地域等で、これらの機能が一定程度充実している区域 

・周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

・都市の拠点となるべき区域 

 

居住誘導区域設定の考え方 

・都市機能や居住が集積している都市拠点や地域拠点とその周辺等 

・都市拠点や地域拠点等に容易に公共交通で移動できる公共交通軸の周辺 

 

 

出典：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省資料を加工して作成） 

図 立地適正化計画の概要  
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7.3.2 小さな拠点づくりの促進 
人口減少や高齢化が進む中山間地域等では、小規模な集落が広い範囲に点在しているため、

診療所やバス等の暮らしに必要な生活サービスが徐々に集落から失われていきます。 

「小さな拠点」とは、小学校区等、複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分散して

いる様々な生活サービスや地域活動の場等を「合わせ技」でつなぎ、人やもの、サービスの

循環を図ることで、生活を支える新しい地域運営の仕組みをつくり、人口が減少しても人々

の生活が守られ、地域に住み続けられることをめざす取り組みです。 

本市では、北部地域の地域コミュニティ核を中心に、行政の支援のもと、住民主体で地域

の実情に合う「小さな拠点」づくりを促進し、地域資源や地域特性を活かした魅力ある中山

間地域づくりを進めます。 

 

 

出典：「小さな拠点づくり」ガイドブック（2015年） 

図 「小さな拠点づくり」の概要 
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7.3.3 地域公共交通網形成計画の策定 
「地域公共交通網形成計画」は、多極ネットワーク型コンパクトシティを見据えた公共交

通ネットワークの再編を行うものです。 

この計画において、本市のまちづくりの方向性と整合を図りながら地域の需要や実情に応

じたバス路線の再編を行い、市民生活に必要な交通手段を確保するとともに、新山口駅への

アクセス向上を図り、隣接都市との連携による広域的な公共交通の実現をめざします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「人とまち、未来をつなぐネットワーク」（国土交通省資料） 

図 公共交通再編のイメージ 
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7.3.4 都市構造の転換に合わせた都市計画の見直し 
土地利用の計画や都市施設の配置等を定める都市計画は、都市の将来あるべき姿を想定し

ながら、社会経済状況の変化や都市構造の転換に合わせた見直しが必要です。 

本市では、多極ネットワーク型コンパクトシティの実現をめざし、都市機能や居住の誘導、

「小さな拠点」づくり、公共交通ネットワークの再編と整合を図りながら、都市計画の見直

しを検討します。 

なお、都市計画の見直しは、市民や地域のまちづくりへ与える影響が大きいため、慎重に

行うとともに、市民への情報提供に配慮し、市民の理解と合意形成を図りながら進めます。 

また、現在、都市拠点である中心市街地およびその周辺を対象に「景観計画」を策定して

いますが、地域拠点や地域コミュニティ核においても、地域にふさわしい良好な景観を形成

するため、「景観計画」の策定を検討します。 
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PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
見
直
し 

都市計画 

マスタープラン 

 

計画 

実施 

検証・評価 

反映・改善 

7.4 都市計画マスタープランの進行管理 

都市の将来像を実現していくためには、相当の長い時間を要するため、継続性や安定性が

求められる一方で、今後の社会情勢の変化に柔軟に対応していく必要があります。そのため、

計画（PLAN）を実施（DO）し、その結果や進捗状況を検証・評価（CHECK）し、それを

計画に反映・改善（ACT）していく仕組みに基づくマネジメントを実施します。 

本計画は、将来的に社会・経済情勢やまちづくりに関する施策等が大きく変化した場合に

は検証を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 PDCAサイクルのイメージ 

 

 

 

 2015    5年後   概ね 10年後 

立地適正化計画  

小さな拠点づくり  

地域公共交通網形成計画  

都市計画の見直し  

進行管理  

 

図 多極ネットワーク型コンパクトシティの実現に向けたスケジュール 

実施         検証・評価   必要に応じた見直し    目標年次 


